
平

成

十

一

年

四

月

十

六

日

受

領 
答

弁

第

二

四

号 
     

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
東
京
高
検
検
事
長
の
行
動
と
品
格
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る 

内
閣
衆
質
一
四
五
第
二
四
号 

平
成
十
一
年
四
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
件
は
、
平
成
六
年
七
月
二
十
一
日
は
、
法
務
省
刑
事
局
長
と
し
て
、
同
省
庁
舎
内
に
お
い
て
平
常
ど
お
り
の
勤

務
を
し
、
同
年
九
月
五
日
は
、
法
務
省
刑
事
局
長
と
し
て
、
公
務
で
山
口
県
下
関
市
内
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
会
議
に
出
席

し
た
。 

「
公
務
の
関
係
者
」
の
意
味
は
明
確
で
な
い
が
、
法
務
省
倫
理
規
程
（
平
成
八
年
法
務
省
人
訓
第
二
千
九
百
八
十
三
号
大

臣
訓
令
）
に
い
う
「
関
係
業
者
等
」
の
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

御
指
摘
の
件
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
東
京
高
検
検
事
長
の
行
動
と
品
格
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 一 

 



 

一
の
（
9
）
に
つ
い
て 

一
の
（
6
）
か
ら
（
8
）
ま
で
及
び
（
10
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
に
係
る
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
お
答
え
す
る
立
場 

 

に
な
い
。 

同
氏
が
出
張
前
日
の
休
日
に
女
性
と
と
も
に
出
張
先
へ
の
経
由
地
ま
で
行
っ
た
事
実
は
あ
る
。
そ
の
費
用
は
同
氏
が
支 

払
っ
た
。 

「
公
務
関
係
者
」
の
意
味
は
明
確
で
な
い
が
、
法
務
省
倫
理
規
程
に
い
う
「
関
係
業
者
等
」
の
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
同
氏
が

関
係
業
者
等
と
行
っ
た
事
実
は
な
い
。 

同
氏
が
飲
食
店
従
業
員
に
対
し
、
小
切
手
及
び
現
金
で
合
計
八
十
万
円
を
渡
し
た
事
実
は
あ
る
。 

則
定
氏
が
出
張
に
女
性
を
同
伴
し
た
事
実
は
な
い
。 

個
人
の
内
心
に
関
し
て
の
御
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

最
高
検
察
庁
に
お
い
て
、
同
氏
や
関
係
者
か
ら
事
実
関
係
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
必
要
な
裏
付
け
を
行
う
な
ど
の
調
査
を 

二 

 



 

二
の
（
3
）
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

同
氏
の
一
連
の
行
為
は
、
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
も
あ
り
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
上
、

懲
戒
処
分
に
付
す
べ
き
事
案
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
清
廉
で
あ
る
べ
き
検
察
へ
の
信
頼
を
損

な
い
か
ね
な
い
事
態
を
招
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
、
職
責
に
照
ら
し
不
適
切
で
あ
っ
た
の
で
、
同
氏
に
対
し
て
は
、

検
事
総
長
が
厳
重
に
注
意
し
た
。 

し
た
。 

そ
の
結
果
、
同
氏
が
、
飲
食
店
の
女
性
従
業
員
と
交
際
し
た
事
実
、
同
女
性
従
業
員
に
対
し
八
十
万
円
を
支
払
っ
た
事
実

等
が
認
め
ら
れ
た
。 

飲
食
店
の
女
性
従
業
員
と
不
適
切
な
交
際
を
し
、
結
果
と
し
て
、
清
廉
で
あ
る
べ
き
検
察
へ
の
信
頼
を
損
な
い
か
ね
な
い

事
態
を
招
い
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。 

そ
の
監
督
者
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
責
任
を
問
う
ま
で
の
事
案
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
処
分
は
行
っ
て
い
な 

 

い
。 

三 

 



 

 

四 

二
の
（
4
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
山
口
氏
本
人
か
ら
事
実
関
係
を
聴
取
す
る
な
ど
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
氏
の
一
連
の
行
為
は
、
私
事
に

わ
た
る
こ
と
で
も
あ
り
、
国
家
公
務
員
法
上
、
懲
戒
処
分
に
付
す
べ
き
事
案
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
結
果
と

し
て
、
清
廉
で
あ
る
べ
き
検
察
へ
の
信
頼
を
損
な
い
か
ね
な
い
事
態
を
招
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
、
職
責
に
か
ん
が

み
、
遺
憾
で
あ
る
旨
を
法
務
省
に
お
い
て
発
表
し
た
。 

二
の
（
5
）
に
つ
い
て 

法
務
省
及
び
検
察
庁
は
、
社
会
正
義
の
実
現
と
い
う
重
大
な
職
責
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
職
員
は
、
国
民
の
疑
い
や
批
判

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
自
ら
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
幹
部
職
員
の
不
適
切
な
行
動

が
、
私
事
に
わ
た
る
こ
と
と
は
い
え
、
結
果
と
し
て
、
国
民
の
疑
惑
を
招
き
、
検
察
官
へ
の
信
頼
を
損
な
い
か
ね
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。 


